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次 第 

（１）港区都市計画審議会委員任命式 

（２）審議案件 

  ・虎ノ門一・二丁目地区に係る都市計画案について 

① 東京都市計画地区計画虎ノ門一・二丁目地区地区計画の変更について 

  ・東京都市計画道路に係る都市計画案について 

② 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第３３２号線の変更について 

③ 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第３３４号線の変更について 

④ 東京都市計画土地区画整理事業品川駅周辺土地区画整理事業の変更について 

   

 

委 員 の 出 欠 状 況 

◎ 学 識 経 験 者 委 員 ◎ 区 議 会 議 員 委 員 

氏 名 出 欠 状 況 氏 名 出 欠 状 況 

池 邊 こ の み  欠 席 二 島  豊 司 出 席  

大 瀧 陽 平 出 席  阿 部  浩 子 出 席  

加 藤 孝 明  欠 席 鈴木 たかや 出 席  

桒 原 康 雄 出 席  七戸 じゅん 出 席  

真 田 純 子 出 席  近藤 まさ子 出 席  

只 腰 憲 久 出 席  榎 本  茂 出 席  

綱 川 智 久 出 席  風 見  利 男 出 席  

松 谷 春 敏 出 席  

望 月 義 也 出 席  

 

◎ 関 係 行 政 機 関 委 員 ◎ 区 の 住 民 委 員 

氏 名 出 欠 状 況 氏 名 出 欠 状 況 

山本英治代理 竹多 出 席  上 田 祐 子 出 席  

守 屋 正 巳 出 席  阪 本 拡 也 出 席  
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午前１０時４５分 開始 

【冨田都市計画課長】  大変お待たせいたしました。それでは、第 242 回港区都市計

画審議会の開会をお願いいたします。 

本日はあらかじめ加藤委員におかれましては、所要のため欠席との連絡が入ってござ

います。池邊委員におかれましては、ご連絡をいただいておりませんが、遅れているよ

うでございます。 

また、関係行政機関委員であります愛宕警察署長の山本委員の代理といたしまして竹

多交通課長が出席されております。 

それでは開会に先立ちまして、新たに都市計画審議会委員にご就任されました区議会

の委員の皆様に武井雅昭区長から発令通知書をお渡ししたいと思います。順次お渡しい

たしますので、自席でお待ちいただければと思います。それではよろしくお願いいたし

ます。 

阿部浩子委員でございます。 

（区長発令通知書手交） 

続きまして、鈴木たかや委員でございます。 

（区長発令通知書手交） 

続きまして、榎本茂委員でございます。 

（区長発令通知書手交） 

続きまして、風見利男委員でございます。 

（区長発令通知書手交） 

新たな委員の任期でございますが、令和 2 年 3 月 31 日までとなります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

それでは、武井雅昭区長から委員の皆さんにご挨拶を申し上げます。 

【武井区長】  皆様こんにちは。港区長の武井雅昭です。本日は大変お忙しいところ

ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

本年はいよいよ東京 2020 オリンピックパラリンピック競技大会が開催をされます。港

区ではオリンピックパラリンピック競技大会の開催に先駆けまして、新たに二つの駅が

開業をいたします。本日諮問いたします案件は、新駅が開業する虎ノ門地区と品川駅周
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辺に関わる都市計画になります。 

案件は 4 件となります。1 件目が虎ノ門一・二丁目地区地区計画の変更、2 件目が幹線

街路補助線街路第３３２号線の変更、3 件目が幹線街路補助線街路第３３４号線の変更、

4 件目が品川駅周辺土地区画整理事業の変更です。 

１件目の虎ノ門一・二丁目地区については、本年 6 月 6 日に虎ノ門ヒルズ駅が開業い

たします。これは 1964 年、昭和 39 年に日比谷線が全線開業して以来、56 年ぶりに新た

な駅として誕生するものです。本地区は虎ノ門ヒルズ駅と一体となった駅広場の整備や

駅と周辺市街地を結ぶ重層的な歩行者ネットワークの整備等により、交通結節機能の強

化やにぎわいの創出を図るため、平成 30 年 3 月に都市計画決定がされました。現在は市

街地再開発事業によるまちづくりが進められております。今回の変更は地区内にある日

本消防会館の更新にあわせ、地域の重要な文化交流機能を担うニッショーホールの機能

強化や都市基盤の整備等を図るものです。 

2 件目の補助線街路第３３２号線は山手線としては 49 年ぶりの新たな駅として、本年

3 月 14 日に開業する高輪ゲートウェイ駅と国道１５号とを接続する道路として、平成 2

8 年 4 月に都市計画に定められた道路です。今回の変更は補助線街路第３３２号線を延

伸し、環状第 4 号線と国道１５号を結ぶ道路を整備することで、品川駅北周辺地区の交

通の円滑化を図るものです。 

3 件目の補助線街路第３３４号線は、品川駅周辺の交通の円滑化や広域交通結節機能

の強化などを図るため、交通広場を有する都市計画道路として新たに都市計画に追加す

るものです。 

4 件目の品川駅周辺土地区画整理事業の変更については、補助線街路第３３２号線及

び補助線街路第３３４号線の変更に伴い、施行区域や公共施設の配置を変更するもので

す。 

本日ご審議いただきます案件は良好な市街地環境の形成を目指す上で、まちづくりの

推進に寄与するものと考えております。十分なご検討の上、ご答申をいただきますよう、

よろしくお願いをいたします。以上、簡単ではございますが、私のご挨拶といたします。

よろしくお願い申し上げます。 

【冨田都市計画課長】  区長は、公用のため退席させていただきます。 
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【武井区長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

（区長退席） 

【冨田都市計画課長】  それでは、只腰会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

【只腰会長】  それでは、第 242 回港区都市計画審議会を開会いたします。 

お手元に日程表があるかと思いますが、その日程表の通り審議事項が 4 件でございま

す。審議事項の 1 につきましては、今区長からも挨拶ございましたけども、虎ノ門一・

二丁目地区に係る都市計画案、審議事項の 2 から 4 につきましては、東京都市計画道路

に係る都市計画案となっております。 

それぞれ事務局からご説明いただいた後、審議いたします。概ね開始時間の関係もあ

りまして、正午すぎるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。まず案件の

説明の後、質疑を行います。事務局よろしくお願いします。 

【冨田都市計画課長】  それでは最初に資料のご確認をさせていただきたいと思いま

す。事前に送付いたしました資料として資料目録とともに、資料 1 が「東京都市計画地

区計画虎ノ門一・二丁目地区地区計画の変更の変更案」の照会文、計画図書及び理由書、

参考資料 1 が、虎ノ門一・二丁目地区の街づくり（Ｃ街区）についてまとめた資料でご

ざいます。資料 2 が「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第３３２号線の変更案」の

計画図書及び理由書、資料 3 が「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第３３４号線の

変更案」の照会文、計画図書及び理由書、資料 4 が「東京都市計画土地区画整理事業品

川駅周辺土地区画整理事業の変更案」の計画図書及び理由書、参考資料 2 が、品川駅周

辺で進められる基盤整備事業についてまとめた資料、参考資料 3 が都市計画道路補助線

街路第３３２号線の変更についてまとめた資料、参考資料 4 が、都市計画道路補助線街

路第３３４号線の変更についてまとめた資料、参考資料 5 が、品川駅周辺土地区画整理

事業の変更についてまとめた資料でございます。 

続きまして、本日、席上に配付させていただきました資料のご確認をお願いいたした

いと思います。まず日程表でございます。次に、区長から当審議会あての諮問文の写し

がございます。また、港区都市計画審議会 委員・幹事名簿及び座席表がございます。

そして、席上配付資料目録とともに、席上配付資料 1 が、本日の説明で使用いたします

虎ノ門一・二丁目地区に係る都市計画案のスライド、席上配布資料 2 が、都市計画道路
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に係る都市計画案のスライドを印刷したものでございます。 

本日の資料は以上でございますが、お手元の資料に不備等はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。 

それでは審議事項についてご説明させていただきます。大変恐縮ですが着座にてご説

明させていただければと思います。 

 

 それでは審議事項 1、東京都市計画地区計画虎ノ門一・二丁目地区に係る都市計画の

変更案についてご説明をさせていただきます。こちらは東京都決定の都市計画になりま

す。「資料 1」の計画図書に沿ってご説明させていただきますが、本日配付いたしました

「席上配付資料１」のとおり、イメージ図などのスライドもご用意いたしましたので、

併せてご覧いただければと思います。最初に虎ノ門一・二丁目地区の街づくりについて、

ご説明いたします。スライドをご覧いただきたいと思います。 

まず、「計画地の位置」でございます。図中で青色の点線で囲まれた範囲は、再開発等

促進区を定める地区計画の区域として平成 30 年 3 月に都市計画決定され、緑色で着色さ

れたＡ・Ｂ街区については既に地区整備計画が定められております。今回新たに地区整

備計画を定める計画地は、赤線で囲んだＣ街区となります。本地区は、国道 1 号桜通り

や環状第 2 号線に面し、地下鉄虎ノ門駅の近傍に位置し、地区内では虎ノ門ヒルズ駅の

整備が進められ、地区周辺においても複数の都市開発が進められており、交通利便性及

び開発ポテンシャルの高い地区となっております。 

次に「計画地のプロジェクト」でございます。計画地東側では、都市再生特別地区の

虎ノ門一丁目 3・17 地区において事業が進められており、銀座線虎ノ門駅と日比谷線虎

ノ門ヒルズ駅とをつなぐ地下歩行者ネットワークが整備されております。また、西側で

は、虎ノ門二丁目地区の虎ノ門病院、虎ノ門 2－10 地区のオークラ東京が竣工しており

ます。 

次に、「上位計画における計画地の位置づけ」でございます。「都市づくりのグランド

デザイン」では、国際色豊かな業務、商業・エンターテイメント、文化、宿泊、居住、

教育などの多様な機能の高度な集積、外国人にとっても暮らしやすく、交流の生まれる

複合拠点の形成を本地区の将来像として示しております。 
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次に、「港区まちづくりマスタープラン」では、都市機能の更新に合わせた生活環境の

向上、快適に楽しく歩ける歩行空間の形成、帰宅困難者の一時滞在施設の確保などエリ

ア防災の取組を推進するとしております。 

次に「六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドライン」では、駅との連絡性やまちの回

遊性などを考慮した利便性の高い歩行者ネットワークの形成、災害に備えた防災活動の

推進や防災体制の構築を取組方策としております。 

次に、「計画地の現況」でございます。計画地内の既存建物である日本消防会館は、展

示や記録映像の上映によって日本消防の現況等を広く内外に情報発信する施設として活

用されております。また、区内で有数の座席数 700 席を超える大規模なホールを備え、

地域のまちづくりに求められる文化・交流機能を担っております。一方で、既存建築物

は旧耐震基準の建築物であり、周辺道路は歩道が整備されていないなど防災上の課題を

抱えており、防災力の向上を図るため、既存建築物の機能更新にあわせた都市基盤の整

備が求められております。 

次に、「まちづくりの経緯」でございます。今回の計画地には、昭和 56 年 10 月に日本

消防会館が竣工し、現在に至るまでニッショーホールを含め、広く一般の方々に利用さ

れてきました。また、本地区内では、平成 27 年７月に都市高速鉄道第 2 号線（日比谷線）

の都市計画が変更され、その後、平成性 28 年２月より、虎ノ門ヒルズ駅の工事が進めら

れております。また、平成 30 年 3 月には、本地区の地区計画が決定されております。 

それでは、「虎ノ門一・二丁目地区地区計画の変更内容」についてご説明いたします。 

大変お手数ですが、お手元の資料 1 の 1 ページとスライドを併せてご覧いただければ

と思います。なお、スライドに赤字で示された区域は、今回、新たに地区整備計画を定

めるＣ街区でございます。 

最初に、地区計画の名称は「虎ノ門一・二丁目地区地区計画」、位置は、「虎ノ門一丁

目及び虎ノ門二丁目各地内」、面積は、「約 3.3 ヘクタール」でございます。緑色で着色

された、Ａ－１街区からＡ－４街区及びＢ街区は、既に地区整備計画が定められており、

今回赤線で囲んだＣ街区（約 0.3 ヘクタール）におきまして、新たに地区整備計画を定

めます。 

次に、「地区計画の目標」でございます。「都市づくりのグランドデザイン」において
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示された「虎ノ門の将来像として、国際色豊かな業務、商業・エンターテイメント、文

化、宿泊、居住、教育など多様な機能の高度な集積や交流の生まれる複合拠点の形成」

を新たに追加しております。地区全体の目標としては、「敷地の集約化と道路の再編を一

体的に行う街区再編の推進」、「新駅整備と都市開発が一体となって、交通結節機能の強

化及びにぎわいの創出」、「業務、商業、文化・交流など多様な機能の導入と防災対応力

の強化により、国際的なビジネス交流拠点の形成を図る。」としております。 

次に、一枚おめくりいただきまして２ページをご覧ください。「区域の整備・開発およ

ぼ保全に関する方針」といたしまして、「公共施設等の整備の方針」、「建築物等の整備の

方針」が示されております。まず、「公共施設の整備の方針」でございます。1 点目に、

道路の整備方針として、地区周辺の交通円滑化に資する道路ネットワークの形成などを

図るため、地区幹線道路や区画道路を整備する。2 点目に、歩行者ネットワークの整備

方針として、新駅と周辺市街地との安全で快適な歩行者ネットワークの形成などを図る

ため、歩行者通路や歩道状空地を整備する。3 点目に、広場の整備方針として、周辺の

広場空間と連続した地域のにぎわいの創出のため、広場や駅広場を整備する。4 点目に、

公園の整備方針として、緑豊かな空間及びにぎわいの創出のため、公園を整備するとし

ております。今回、いずれの整備方針につきましても変更はございません。 

次に、「建築物等の整備方針」でございます。１点目に、国際的なビジネス・交流拠点

にふさわしい市街地環境確保のため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限

度を定める。2 点目に、道路沿道の安全で快適な歩行者環境及び周辺市街地の環境に配

慮した街並みの形成を図るため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の

設置を制限を定める。3 点目に、地域の魅力を高め、良好な都市景観を形成するため、

建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定めるとしております。 

次に、3 ページをご覧ください。「再開発等促進区」でございます。位置及び面積は地

区計画の区域と同じになります。 

次に、区域全体の方針は、「国際化に対応した業務、商業機能を中心とした多様な都市

機能の集積を図るとともに広場、駅広場、公園などの都市基盤の整備を図ることにより、

円滑な土地利用転換及び土地の合理的かつ健全な高度利用を推進する。」としております。

変更はございません。また、Ａ街区及びＢ街区についても、記載の内容とおり、既に定
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められております。今回新たに地区整備計画を定めるＣ街区について、「業務、文化・交

流機能等を導入し、区画道路沿いに消防・防災に関する情報発信機能を配置する。」と追

加しております。 

次に、「主要な公共施設の配置及び規模」でございます。今回、いずれも変更はござい

ませんが、概要をご説明させていただきたいと思います。まず、主要な公共施設として、

地区周辺の交通円滑化と東西の主要な道路軸となる道路ネットワークを形成するため、

地区幹線道路 1 号を定めております。また、緑豊かな空間及びにぎわい創出のため、虎

ノ門二丁目交差点南西側に公園 1 号を整備いたします。また、周辺の広場空間と連続し

た、地域のにぎわいの創出に資する広場 1 号を道路上空も活用して、デッキレベルで整

備いたします。また、交通結節機能やにぎわいの創出、防災対応力の強化に向けて、新

駅と一体となった立体的な駅広場 1 号、2 号及び 3 号も定めております。また、新駅と

周辺市街地との安全で快適な歩行者ネットワークを形成するため、歩行者通路 1 号、2

号及び 3 を定めております。 

次に、1 枚おめくりいただきまして、4 ページをご覧ください。「地区整備計画」でご

ざいます。地区内には開発に伴い発生する交通を円滑に処理するとともに、新駅整備に

伴う歩行者通路の安全性を確保するため、区画道路 1 号から 7 号までを既に定めており

ます。今回、Ｃ街区の開発にあわせ、既に定められている区画道路 1 号の延長を 165ｍ

に、区画道路 3 号の延長を 75ｍに変更いたします。スライドの図で、オレンジ色で示し

た部分が、新たに定める区画道路の部分でございます。 

次に「その他の公共空地」でございます。Ｃ街区に、スライドの図でピンク色で示す

位置に、歩道状空地 12 号を、幅員 1ｍ、延長約 35ｍで、歩道状空地 13 号を幅員 1.5ｍ、

延長約 45ｍで、歩道上空地 14 号を、幅員 0.5ｍ、延長約 45ｍで新たに追加いたします。 

次に、スライドをご覧ください。計画地北側から見た、建築物のイメージでございま

す。ホール利用者の公演終演時の歩行者の流れも考慮し、快適で安全な歩行空間を確保

するため、歩道と一体となった歩道上空地により十分な通行空間を確保いたします。次

に、資料 1 の 5 ページをご覧ください。「建築物等に関する事項」でございます。地区の

区分についてＡ街区からＢ街区については、今回、変更はございません。今回新たに、

名称「Ｃ街区」、面積「約 0.3 ヘクタール」を追加いたします。次に、「建築物等の用途
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の制限」でございます。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5

項に該当する営業、つまり性風俗関連特殊営業の用に供する建築物は建築してはならな

い。」としております。 

次に、「建築物の容積率の最高限度等」は「10 分の 74、このうち、劇場・集会場・展

示場の用途に供する部分を 10 分の 20 以上としなければならない。」としております。ま

た、「建築物の建蔽率の最高限度」は「10 分の 8」。「建築物の敷地面積の最低限度」は「1,

000 ㎡」。「建築物の高さの最高限度」は、「80ｍ」と定めます。 

次に、１枚おめくりいただきまして、6 ページをご覧ください。「壁面の位置」でござ

います。「建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面線を

越えて建築してはない。」としております。 

次に、スライドをご覧ください。5 号壁面を道路境界から 2ｍとして、壁面の位置の制

限を定めます。 

次に、「壁面後退区域における工作物の設置の制限」でございます。「壁面後退部分に

は、垣、柵、広告物、看板その他これらに類する歩行者の通行の妨げになるような工作

物を設置してはならない。」としております。 

次に、「建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限」でございます。「建築物等の色彩

は、周辺環境との調和に配慮した意匠となります。」また、「屋外広告物は、周辺環境と

の調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。」としております。 

次に、7 ページをご覧ください。この 7 ページから 12 ページまでは、先ほどご説明し

た内容について変更概要として取りまとめております。新旧の対照表では、変更または

追加箇所に下線を引いております。 

次に、スライドをご覧ください。建築物等の東側から見たイメージパースでございま

す。周辺環境と調和するとともに、特に北側区道第 127 号線に面して賑わい・情報発信

機能を有する通り抜け空間を整備することで、文化・賑わいや情報発信に触れる街並み

を形成する施設を整備いたします。 

次に、13 ページをご覧ください。「計画図 1」でございます。地区計画の区域及び地区

整備計画の区域、再開発等促進区の区域を定めております。 

次に、一枚おめくりいただきまして、14 ページをご覧ください。「計画図 2」で、今回
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新たに追加される地区施設を含む地区全体を主要な公共施設及び地区施設の配置を示し

ております。 

次に、15 ページをご覧ください。「計画図 3」で、今回新たに追加された、５号壁面を

含む地区全体の壁面の位置の制限を示しております。 

次に、一枚おめくりいただきまして、16 ページをご覧ください。「方針附図」で、本

地区周辺の歩行者ネットワークを示しております。 

次に、17 ページをご覧ください。「都市計画の案の理由書」でございます。下から 5

行目に記載のとおり、「土地利用転換の動きに合わせ、土地の合理的かつ健全な高度利用

と都市機能の更新を図るとともに、良好な市街地環境を形成するためにＣ街区の約 0.3

ヘクタールの区域において、新たに地区整備計画を策定することに伴い、地区計画の変

更を行うものである。」としております。 

地区計画の変更案についてのご説明は以上でございます。 

最後に、今後のスケジュールでございます。スライドをご覧いただきたいと思います。

本日の審議事項におきまして、東京都決定の案件となりますので、2 月の東京都の都市

計画審議会に付議されます。なお、都市計画決定の告示につきましては 3 月初旬を予定

しております。 

大変長くなりましたが、ご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

【只腰会長】  事務局の説明が終わりました。それでは、これから審議に入りたいと

思います。ご発言のある方は挙手をお願いいたします。阪本委員。 

【阪本委員】  ご説明ありがとうございます。1 点、このＣ街区の土地利用の基本方

針の策定が、この時期になったというのは何か理由がありますか。 

【只腰会長】  都市計画課長。 

【冨田都市計画課長】  最初の都市計画につきましては、平成 30 年 3 月に決定されて

います。その時点でまだ具体的な建て替え計画や、今後日本消防会館で建て替えをする

というような意思決定がまだその時点ではできていなくて、今回の時点で新たに定めら

れたということで、時期のずれが出ております。 
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【只腰会長】  他にいかがでしょうか。風見委員。 

【風見委員】  今回、地区計画の変更ということで、今度は建物が具体化するわけで

すけれども、容積率はアップするのでしょうか。 

【只腰会長】  都市計画課長。 

【冨田都市計画課長】  現行は容積率 600％ございますが、740％にアップします。 

【風見委員】  そのアップする理由を教えてください。 

【冨田都市計画課長】  先ほどご説明させていただいたように地区施設として区画道

路や、また建物内に歩道状空地を設けることによって容積割増しをしてございます。 

【風見委員】  区画道路を作るというお話ですけれども、建蔽率との関係で、当然使

えないところが出てくるわけですよね。そこの一部を道路に提供する、という理解でよ

いですか。 

【冨田都市計画課長】  建蔽率は定められておりますが、歩行者、こちらの施設につ

きましては、ニッショーホールという会館がありますので、当然、その来街者が建物か

ら出て行くときには、その必要な部分、皆さんが快適に歩ける歩行空間を確保するため

に、建蔽率等はより下げていただくという形で、建物計画がなされております。 

【風見委員】  そうすると、道路に提供する面積はどれぐらいですか。 

【冨田都市計画課長】  今回、区画道路については、新たに再整備をするというもの

でございまして、道路も拠出はございません。その代わり建物の空間をあけていただく

という形になります。 

【風見委員】  要は、公開空地的なところを作ってもらうと。そのために容積率をア

ップする、ということではないですよね。 

【冨田都市計画課長】  公開空地等の空地を作っていただくということでございます

し、用途も地域に即した用途にするということで容積率のアップになってございます。 

【風見委員】  あまりよく分かりませんが、とにかく周辺の整備のために、容積率を

600 から 740 に 140％アップするということで、これは市街地再開発事業ではなく単独事

業ということですか。 

【岩崎開発指導課長】  こちらの事業でございますけれども、いわゆる法定の市街地

再開発事業ではなくて、開発行為をとりまして、一般の建築物の建て替えということに
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なります。 

【風見委員】  わかりました。それともう 1 点お聞きしたいのですが、先日配られた

資料の中で、建築物の用途の制限ということで、今日も先ほど説明がありました。風俗

営業法の第 2 条第 5 項に該当する営業の用に供する建築物は建築してはならない。とい

うことは、それ以外はいいということですよね。ここにも説明がありましたけれども、

今回のまちづくりの上位計画では、国際色豊かな業務商業エンターテイメント、文化、

宿泊、居住、教育などの多様な機能を高度に集積する、外国人にとっても暮らしやすく

交流の生まれる複合拠点の形成。ということで、区域の整備開発及び保全に関する方針

の中でも、国際的なビジネス交流拠点にふさわしい市街地環境確保のために建築物の用

途の制限をするんだと。こうなっているわけですよね。風営法でいう第 2 条第 5 項以外

に、どのようなものだと建てられるのでしょうか。 

【瀧澤建築課長】  風営法第 2 条第 1 項第 1 号から 5 号に関しては建築可能です。具

体的な用途としましては、1 号に関しては、キャバレー・待合等。2 号に関しては低照度

飲食店。3 号が区画飲食店。4 号に関しては麻雀屋パチンコ屋。5 号に関してはゲームセ

ンター等となり、そのような用途が建築可能となります。 

【風見委員】  国際的なビジネス拠点ということで、計画をするわけですから、風営

法でいう、先ほど課長から説明があった通り、キャバレーだとかゲームセンターとかそ

ういうのが建てられるということ自体、事業者はやらないんでしょうけども、そういう

ことを許すような規定をするというのが、私はね、非常に問題だと思うので、風営法す

べて駄目とするような、これぐらい厳しくしていかないと、せっかく、立派なまちをつ

くろうというのに、そういうことができるような余地があること自体が非常に問題だと

思いますが、そのへんはいかがでしょうか。 

【冨田都市計画課長】  当然、ここは新駅ができたり、にぎわいを創出したりという

ことがございますので、建物についても消防会館でホールやオフィスといいますか事務

所を建てるというふうに聞いてございますので、街の風紀を乱すような用途にはしない

ように、引き続き協議をさせていただきたいと思います。 

【風見委員】  それはこの区域だけでなくて、この区域全体に関わることなので、ぜ

ひ事業者にそういうことがないようにしっかり対応するように要請していただきたいと
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思います。それはよろしいですね。 

【冨田都市計画課長】  事業者と引き続き協議して参ります。 

【只腰会長】  他にいかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、ないよ

うでしたら、ただいまの案件につきましてお諮りしたいと存じます。それではお諮りを

いたします。審議事項１につきまして、案の通り異議のないものとし、答申することに

賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

【只腰会長】  全員賛成と認めます。案の通り決定しまして答申いたします。それで

は、引き続き、2 番目の審議事項につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

【冨田都市計画課長】  それでは、審議事項②「東京都市計画道路幹線街路補助線街

路第３３２号線の変更について」、審議事項③「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第

３３４号線の変更について」、審議事項④「東京都市計画土地区画整理事業品川駅周辺土

地区画整理事業の変更について」を一括してご説明させていただきます。 

 「資料２」から「資料４」の計画図書に沿ってご説明させていただきますが、本日配

布いたしました「席上配布資料２」のとおり、イメージ図などのスライドもご用意いた

しましたので、併せてご覧いただければと思います。 

審議事項のご説明に先立ち、品川駅周辺で進められる基盤整備についてご説明いたし

ます。 

事前配布させて頂いた参考資料２の「品川駅周辺で進められる基盤整備について」を

ご覧ください。まず、中央の位置図をご覧ください。品川駅周辺では、高輪ゲートウェ

イ駅が本年３月に開業が予定されております。また、リニア中央新幹線が２０２７年に

品川から名古屋間の開業が予定されており、都市計画道路や鉄道などの様々な都市基盤

の整備が進められております。 

次に、左上の図をご覧ください。「都市計画道路幹線街路環状第４号線」でございます。

都心に集中する交通を分散化し、体系的な道路ネットワークの形成、緊急車両の速達性

の向上や安全な避難経路の確保などを整備目的としております。2027 年に港南区間平面

部及びＪＲ上空橋梁部、2032 年に港南区間から白金台区間までの開通を目指し、整備を
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進めていく予定でございます。 

次に、左中央の図をご覧ください。「都市計画道路幹線街路放射第１９号線、国道１５

号」でございます。都市計画道路を拡幅整備するとともに、品川駅西口地区地区計画と

合わせ、駅前空間を整備いたします。また、道路上空の空間を有効活用し、車と歩行者

との空間を分離することで、安全な歩行者動線を確保し、駅とまちの回遊性を向上させ

る計画としております。2027 年に駅前空間の確保を目指し、整備していく予定でござい

ます。 

次に、左下の図をご覧ください。「京浜急行本線の連続立体交差化事業」でございます。

京急線品川駅から北品川駅付近の踏切による交通渋滞の解消や沿道市街地の一体的なま

ちづくりの推進等を整備目的としております。品川駅におきましては、京急線を地平化

し、現在の東西自由通路を西側に延伸することにより、歩行者が JR 品川駅の改札口と同

じレベルで、西口方面へ移動することが可能となります。2027 年度に京急線品川駅の地

平化、2029 年度に連続立体交差化事業の完了を目指し、整備していく予定でございます。 

次に、右上の図をご覧ください。「泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業」でございま

す。泉岳寺駅の機能強化や都市計画道路補助線街路第３３２号線の整備の推進とあわせ、

泉岳寺駅利用者の利便性と快適性を備えたオープンスペースや歩行者ネットワークを形

成し、魅力ある国際交流拠点に相応しい複合市街地を形成いたします。2024 年の事業完

了を目指し、整備していく予定でございます。 

次に、右側３段目の図をご覧ください。「品川駅周辺地区地区計画及び都市再生特別地

区（品川駅北周辺地区）」でございます。平成 28 年 4 月に都市基盤を先行整備する都市

計画を決定し、平成 31 年 4 月に１街区から４街区までの建築計画の具体化に伴い都市計

画を変更しております。周辺地域とのつながりを強化する基盤の整備を進めるとともに、

文化・ビジネス支援機能、多様な居住滞在施設の整備に取り組み、国際競争力強化に資

する高質な機能が集積する複合市街地を形成いたします。2024 年の「まちびらき」を目

指し、整備していく予定でございます。 

それでは、本日の審議事項をご説明いたします。区が都市計画変更する赤色の枠で囲

んだ補助線街路第３３２号線と品川駅周辺土地区画整理事業、東京都が都市計画変更す

る青色の枠で囲んだ補助線街路第３３４号線でございます。これらの計画について、順



14 

 

次ご説明させていただきます。 

最初に、補助線街路第３３２号線の変更についてご説明させていただきます。 

まず、上位計画の位置付けとこれまでの経緯についてご説明いたします。スライドを

ご覧ください。初めに、上位計画でございます。 「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイ

ドライン 2014」、「品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン」では、品川駅北周辺地区

の円滑な交通処理のため、新駅、環状第４号線延伸部と国道１５号とを結ぶ道路の整備

が示されております。 

次に、品川駅周辺地区における都市基盤整備でございます。品川駅周辺地区では、段

階的なまちづくりにより、ＪＲ品川車両基地跡地における国際交流拠点を形成するため、

地区計画、土地区画整理事業、都市計画道路（補助線街路第３３２号線）を平成 28 年 4

月に決定しております。当初決定では、都市基盤を先行整備するため、主に道路、公園

等を定めております。平成 31 年 4 月には、国際競争力強化に資する高質な機能が集積す

る複合市街地の形成を図るため、区域１から区域４までの建築計画の具体化にあわせて、

地区計画及び都市再生特別地区を変更しております。その中で必要となる駅広場や新駅

東側連絡道通路等を地区計画に定めております。同時に、補助線街路第３３２号線にお

いては、駅と街、街と周辺地域をつなぐ歩行者広場の整備を図るため、道路上空に歩行

者広場を整備する一部区間において、立体的な範囲を設定する変更を行っております。 

次に、補助線街路第３３２号線の今回の変更内容についてご説明いたします。大変お

手数ですが、お手元の資料２の１ページとスライドをあわせてご覧ください。今回、環

状第４号線と放射第１９号線（国道１５号）の接続により、交通の円滑化を図るため、

変更いたします。下段の変更概要をご覧ください。終点位置を港南二丁目内において変

更いたします。また、延長を約 390ｍから約 700ｍに、立体的な範囲を延長約 140ｍから

約 160ｍに変更いたします。 

次に、一枚おめくりいただきまして、２ページをご覧ください。計画図１で、赤色で

着色された区域が、計画変更新線で、斜線で網掛けされた区域は、立体的な範囲を定め

る区域となっております。 

次に、一枚おめくりいただきまして、３ページをご覧ください。計画図２で、立体的

な範囲の断面を示しております。 
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次に、一枚おめくりいただきまして、４ページをご覧ください。都市計画の案の理由

書でございます。下から４行目に記載のとおり、「品川駅・田町駅周辺のまちづくりの動

向も踏まえ、環状第４号線と放射第１９号線（国道１５号）の接続により、交通の円滑

化を図るため、幹線街路補助線街路第３３２号線の終点位置、延長及び立体的な範囲を

変更するものである。」としております。 

次に、スライドをご覧ください。補助線街路第３３２号線のイメージ図でございます。

Ａ－Ａ′断面のように補助線街路第３３２号線の上空に駅広場を整備し、駅と街をつな

ぐ広場空間を確保いたします。また、補助線街路第３３２号線の延伸部については、環

状第４号線が地上３階レベルに位置しているため、嵩上げ式で接続いたします。 

次に、補助線街路第３３２号線の概略図でございます。平面概略図、側面概略図をご

覧ください。青色で着色された補助線街路第３３２号線は、7％から 2％の道路勾配で環

状第４号線に接続することとなります。また、緑色の線で示している道路は、地上レベ

ルで整備される区画道路を示しております。次に、右側の断面図をご覧ください。Ｂ－

Ｂ′断面は、平面概略図でＢ－Ｂ′と示された位置の断面を表しております。この位置

では、補助線街路第３３２号線と区画道路４号は地上レベルで並走しております。 同

じくＣ－Ｃ′断面は、補助線街路第３３２号線が環状第４号線に接続するため、嵩上げ

式で整備されます。 

続きまして、補助線街路第３３４号線の変更について、ご説明させていただきます。

大変お手数ですが、お手元の資料３とスライドをあわせてご覧ください。 

東京都は「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン 2014」において、羽田空港に

近接し、リニア中央新幹線の始発駅となる品川駅では広域交通結節点として多用な交通

ニーズに対応するため、駅北側に北口駅前広場を整備し、高速バス等の導入スペースを

確保することを示しております。こうしたことから、交通広場を有する補助線街路第３

３４号線を東京都市計画道路に、新たに追加いたします。 

次に、補助線街路第３３４号線の概略図でございます。概略図のＣ－Ｃ′断面イメー

ジをご覧ください。環状第４号線から品川駅に向かう断面図になります。１階レベルは

鉄道用地となっており、電車が走行しているため、地上２階レベルに交通広場を整備い

たします。さらに、環状第４号線が地上３階レベルにあるため、地上２階の交通広場か
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らスロープ形状の道路を接続する計画となっております。交通広場を含む赤色で示され

た範囲が、補助線街路第３３４号線の区域となります。 

次に、品川駅側から見た補助線街路第３３４号線のイメージパースでございます。パ

ースに赤線で示した範囲が、補助線街路第３３４号線で、鉄道用地上空に北口駅前広場

が整備されます。 

次に、施設配置概要でございます。交通広場に導入される交通施設は、高速バス、タ

クシー、一般車を想定しております。図中の凡例のとおり位置を示しておりますが、高

速バスは、乗車４台、降車２台、待機４台のスペースが確保されます。また、タクシー

は、乗車１台、降車１台、待機１０台、一般車は、乗降用で１台のスペースが確保され

ます。また、青色の矢印で自動車の動線を示しており、環状第４号線及び補助線街路第

３３２号と交差点形状により接続し、交通広場に流入することとなります。さらに、周

辺のまちづくりや品川駅の改良とも連携し、緑色の破線で示しております歩行者動線を

確保いたします。 

次に、歩行者動線図でございます。環状第４号線は３階レベル、歩行者デッキは２階

レベル、区画道路４号は地上レベルとなりますので、エレベーター等により、縦動線を

確保いたします。 

次に、大変お手数ですが、お手元の資料３の１ページとスライドをあわせてご覧くだ

さい。都市計画道路の名称は、補助線街路第３３４号線、位置は、起点、終点とも港南

二丁目、区域は延長が約 170ｍ、構造形式は嵩上式となっております。また、環状第４

号線から繋がる区域は幅員が 11.5ｍで、２車線の道路となっており、その先に約 7，00

0 ㎡の交通広場が整備されます。地表式の区間における鉄道等との交差の構造につきま

しては、東日本旅客鉄道東海道本線と立体交差、幹線街路と平面交差１か所でございま

す。また、港区港南二丁目の区間において、立体的な範囲を定めます。その他として、

港区港南二丁目地内に約 7，000 ㎡の交通広場を設けます。 

次に、一枚おめくりいただきまして、２ページをご覧ください。計画図１でございま

す。赤色で着色された区域が計画変更新線で、補助線街路第３３４号線の立体的な範囲

をあわせて定めます。 

次に、一枚おめくりいただきまして、３ページをご覧ください。計画図２で、立体的
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な範囲の断面を示しております。 

次に、一枚おめくりいただきまして、４ページをご覧ください。計画図３で、こちら

も立体的な範囲の断面を示しております。 

次に、一枚おめくりいただきまして、５ページをご覧ください。参考図で、補助線街

路第３３４号線の周辺の計画や歩行者結節点など、北口駅前広場周辺における歩行者動

線を示しております。 

次に、一枚おめくりいただきまして、６ページをご覧ください。都市計画の案の理由

書でございます。下から４行目に記載のとおり、「品川駅・田町駅周辺のまちづくりの動

向も踏まえ、体系的な道路ネットワークの形成や品川駅周辺の交通の円滑化、広域交通

結節機能の強化などを図るため、交通広場を有する幹線街路補助線街路第３３４号線を

新たに追加するものである。」としております。 

続きまして、品川駅周辺土地区画整理事業についてご説明させていただきます。最初

に、スライドをご覧ください。赤線で示す区域が、現在の品川駅周辺地区土地区画整理

事業の区域で、品川駅北周辺地区と品川駅街区地区の二つに地区を区分しております。

品川駅周辺土地区画整理事業は、平成 28 年 4 月に都市計画決定されました。同年７月に

は、品川駅北周辺地区の事業が認可されており、品川駅周辺地区地区計画の都市計画変

更との整合を図り、事業変更を経て進められております。また、平成 31 年 4 月には、品

川駅街区地区において事業が認可されております。 

次に、大変お手数ですが、お手元の資料４の２ページとスライドをあわせてご覧くだ

さい。今回の変更の概要でございます。補助線街路第３３４号線及び第３３２号線の都

市計画変更に伴い、土地区画整理事業について、面積を約 17．6 ヘクタールから約 18.5

ヘクタールに拡大いたします。また、公共施設の配置に、補助線街路第３３４号線を新

たに追加いたします。 

次に、一枚おめくりいただきまして、３ページをご覧ください。計画図でございます。

スライドの赤色の破線で示した区域が、今回新たに区域を拡大する箇所で、補助線街路

第３３２号線の環状第４号線に接続する隅切り部の区域及び補助線街路第３３４号線の

区域を新たに追加いたします。 

次に、一枚おめくりいただきまして、４ページをご覧ください。参考図で、公共施設
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の配置を示しております。補助線街路第３３４号線が、新たに配置されております。 

次に、一枚おめくりいただきまして、５ページをご覧ください。都市計画の案の理由

書でございます。下から３行目に記載のとおり、「品川駅・田町駅周辺のまちづくりの動

向を踏まえ、補助線街路第３３４号線及び補助線街路第３３２号線の都市計画変更に伴

い、施行区域及び公共施設の配置を変更するものである。」としております。都市計画の

変更案のご説明は以上となります。 

続きまして、本日ご説明した都市計画道路を含め、品川駅周辺の都市基盤整備が今後

段階的に進められることになりますが、本年３月の高輪ゲートウェイ駅開業時、駅周辺

の「まちびらき」となる 2024 年、リニア中央新幹線開業時の 2027 年、環状第４号線開

通時の 2032 年の状況について、補足説明いたします。 

スライドをご覧ください。初めに、本年３月の高輪ゲートウェイ駅開業時でございま

す。補助第３３２号線と区画道路３号及び４号の一部区間が供用開始となり、国道１５

号側から高輪ゲートウェイ駅へのアクセスが可能となります。また、第二東西連絡道路

については工事中となりますが、歩行者・自転車は、仮設通路で通行が可能となります。 

次に、品川駅北周辺地区の区域１から区域４－１が「まちびらき」となる 2024 年でご

ざいます。新駅東側連絡通路の供用開始により歩行者が港南地区側から直接、高輪ゲー

トウェイ駅へアクセスすることが可能となります。また、区画道路 1 号から 4 号までが

供用開始となり、区域１から区域４－１に整備される建築物にアクセスすることが可能

となります。 

次に、リニア中央新幹線開業時の 2027 年でございます。環状第４号線（港南区間）、

補助線街路第３３４号線、補助線街路第３３２号線(嵩上式区間)が供用開始となり、国

道１５号から補助線街路第３３２号線を経由して品川駅北口や港南方面にアクセスする

ことが可能となります。また、品川駅付近の国道１５号が拡幅され、品川駅西口からつ

ながる上空のデッキには、次世代モビリティを利用し、駅と周辺地域をつなぐネットワ

ークを形成するため、次世代型交通ターミナルが整備されます。 

最後に、環状第４号線（白金台・高輪・港南区間）供用開始時の 2032 年でございます。

環状第４号線の高輪区間が供用開始となり、国道１号（桜田通り）から港南方面へアク

セスすることが可能となります。また、第二東西連絡道路も完成し、高輪側と港南側の
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アクセス性が向上いたします。さらに、品川駅西口の上空のデッキには、人々が集う、

賑わい広場が整備されます。 

最後に、今後のスケジュールでございます。スライドをご覧ください。本日、当審議

会において都市計画の内容についてご了承いただければ審議事項②及び④につきまして

は、成案となります。また、審議事項③につきましては、東京都決定の案件となります

ので、２月の東京都の都市計画審議会に付議されます。なお、都市計画決定の告示につ

いては、東京都決定の案件と合わせるため２月下旬を予定しております。 

大変長くなりましたが、ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【只腰会長】  事務局の説明が終わりました。それでは、これから審議に入りたいと

思います。ご発言のある方は挙手をお願いいたします。阪本委員。 

【阪本委員】  ご説明ありがとうございました。座ったままで失礼します。補助線街

路の第３３２号線と３３４号線、ともに歩道の設定がないのですが、これは、基本的に

環状 4 号線との歩行者動線は、パワーポイント資料 19 ページの縦の動線確保で十分だ、

という話ですか。それとも幅員的な問題があってどうしても取れなかったのですか。あ

った方が便利なのでは、と思ったのですが、いかがでしょうか。 

【只腰会長】 土木課長。 

【佐藤土木課長】  今回の３３２号線並びに３３４号線の道路自体に歩道がついてい

ない理由につきまして、一つは勾配が非常にきついことが挙げられます。３３２号線に

つきましては、スライドの 13 ページをご覧いただきたいのですが、下に側面概略図と書

いてありますが、勾配が 7％ないし 2％ということでバリアフリーが取れないというのが

一点です。一方、３３４号線につきましても、16 ページにＣ‐Ｃ´断面のイメージがあ

りますが、こちらは勾配が書いていないのですが、概ね 5.4％程度ございまして、こち

らもやはりバリアフリーが確保できないということで、バリアフリーに関しては、エレ

ベーターを使って、対応しましょうと。あと、これだけはやはり足りないので、今後整

備されます街区、民間側の建物の中も使いながら、アクセスを補完したいと考えていま

す。 

【阪本委員】  ありがとうございます。歩行者について、バリアフリー、例えば車椅

子であるとかベビーカーですとかそういったものに関しては理解したのですが、確か環
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状 4 号線の以前の話があった時に、自転車が通れる部分を整備するような話があったか

と思うのですが、今後、自転車が駅前に乗り入れることは想定していないというか、基

本的には自転車は車道を使うということで、想定されてるんですか。それとも、そもそ

も自転車はさすがにロータリーだから入ってこないでしょうということなのか、それと

も実は新しい解決策があって、歩行者の垂直動線と一緒に自転車も通れるような画期的

なアイデアがあるということでしょうか。 

【佐藤土木課長】  自転車につきましては、環状４号線、確かに歩道内を自転車が通

行して参ります。駅前に関しましては、一つは、今回のこのスライドの 19 ページの先ほ

どの概略図でございますけれども、このエレベーター動線、縦動線の確保の一番下の段

ですね、5 街区と書いてあると思いますけど、ここに駐輪場ができるわけですけども、

環状４号線から自転車で来られた方につきましては、このエレベーター等を使って、下

の駐輪場を使っていただこうと思っています。一方で、この２階レベルであります歩行

者デッキですね、こちらも経由しながらですね、将来的には車路付階段などを整備して

いきますので、エレベーターだけではなくて、そういったものを使いながら 1 階レベル

まで自転車を降ろしていくということを考えています。 

【只腰会長】 今説明の中で、今後の建築計画の中で歩行者機能あるいは自転車ですか

ね、そういう機能を確保するというふうに説明があったかと思うのですが、これは現在

の都市計画の段階では、何も担保がない状態で、将来民間が作る建築の建物の中にそう

いう機能が導入されるはずだということでございますか 

【増田品川駅周辺街づくり担当課長】  歩行者動線については 2027 年の時点では、今

お話されている、今後、建て替え計画という話というのがいわゆる区域５と区域 6 とい

うところで、今現在事業者が計画されているところで、まだ現在のところはその段では

まだ建築計画完成していないという形になります。その時点でもですね、こちらのほう

で環状 4 号線から北口駅前広場の方に繋ぎながら、歩行者動線、暫定のデッキを作りな

がら２階から１階へ繋いでいこうという形で計画しているところでございます。最終的

には 2032 年、こちらの方が建物計画の完成を目指している時期というところでございま

す。この中でデッキ部分、こちらの方の５街区、６街区と言われている、今後検討され

ているところのデッキの部分も利用しながら歩行者動線を担保していきたい、というと
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ころでございます。 

【冨田都市計画課長】  あと都市計画図書の参考図を見ていただきますと、将来的な

歩行者動線という形でまだ構想線でございますが、デッキレベルで繋がっていくという

形を担保してございます。建物計画の具体化にあわせて、この辺の歩行者ネットワーク

も都市計画で担保していく予定でございます。 

【只腰会長】 一般的な話ですけど、自動車専用道路ではないわけで、街路ですよね。

街路というのは、自動車の専用部分と歩行者の専用部分、あるいはそれに街路樹等を配

置する場合もあるわけですが、それがセットになって一般道路というものができるので

すが、今回の計画では第３３２号線と第３３４号線の両方について車道だけということ

になるので、本来は歩道の機能も併せて決める、あるいは道路で決めなければ、それを

他の手段で担保するのが望ましいと思うのですが、絵では綺麗にできるようになってい

ますが、それが将来必ずそういう形でできるようにですね、今阪本委員からもご指摘あ

りましたように、この審議会としても意見をつけた方が私はよろしいんじゃないかと思

うんですけれども、いかがでございましょうか。よろしいですか。では、そういう意見

を付すことにいたします。 

他にいかがでしょうか。綱川委員。 

【綱川委員】  参考資料の席上配布資料 2 の 18 ページのところなのですが、今の品川

駅の 1 号線のところの片側車線にはタクシーが相当並んでいて、駐車があると、またそ

の横に 2 車線になっていたりしています。またバスタができたときも、高速バスの待機

で、周辺道路に待機バスがあって問題になったことがあります。ここの資料を見ますと、

この品川駅のところですけれども、バスの待機が 4 台、タクシーが 10 台しかなくて、こ

の周辺の例えば環状 4 号線のところに結ぶ補助３３４号線には相当溜まるのではないか、

往来が相当危険になるのではないかなというふうに思います。ということで、このタク

シープールとバスプールについて何か対策っていうのは考えていらっしゃいますでしょ

うか。以上です。 

【増田品川駅周辺街づくり担当課長】  品川駅についてはですね、今お話しにありま

した３３４号線、いわゆる北口駅前広場とですね、あと西口、東口に既存の広場もござ

います。こちらの方を使い分けるという部分でですね、特に北側については広域交通を
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担うというところで、高速バスを利用して、交通広場を考えているというところでござ

います。また今後ですね、運営管理については東京都含めて、運営会社も含めながら、

これから検討していくという形になります。お話があった部分というのは今後改めてで

すね、東京都の方には伝えてまいります。 

【綱川委員】  ぜひですね、運営が始まってからだと大変だと思いますので、なるべ

く早く折衝していただければと思います。 

【只腰会長】 ほかにいかがでしょう。松谷委員。 

【松谷会長代理】  今交通系のお話出ているので、ちょっとその件で３点お話したい

と思います。一つは今の話と繋がるんですけど、席上配布資料の 18 ページで、今の待機

場所の中で、一般車が 1 台というのが気になっていまして、新横浜駅の駅前広場を、1

回でき上がったやつを再整備して今の形になっているんですけど、一般車の乗降スペー

スが、本来は降車スペースとして作ったのですけれども、実際には新幹線で降りる人を

迎える車が先に停まってしまって、運転者が乗っていると駐車違反にならないので、ず

っと何台も停まっているんですよ。ここも、そういう意味で広域的なリニアとか新幹線

の迎えの方も停まる可能性があるので、１台というのはかなり危険だと思うんですね。

成田空港は逆に係員がいてですね。降ろすのはいいんだけれど、乗る人は追い払ってい

るんです。ですので、多分物理的スペースはとれないと思うので、その意味では運営を

よく考えていただきたいと思います。タクシーについては、京都駅の新幹線口の方で、

乗降場のスペースが足りないので、ちょっとだけ離れたところにタクシープールがあっ

て、そこでＩＴを使って、ショットガン方式というんですけど、認証されたタクシーだ

けはそこにいて、順番にこう出てくるようなこともやっていますので、そういう意味で

は、まだこれからの時代としては色々と工夫があるかなと思います。それが 1 点目です。 

２点目は先ほど歩行者の話がありましたが、その時に、自転車について、聞き違いか

もしれないんだけれども、19 ページのデッキで、環４から来てエレベーターで降りて基

本は地上なんだけど、２階の歩行者レベルも通るかもしれないみたいなお話が聞こえた

ように思うんですよね。それで自転車については自転車活用推進法というのができて、

活用していこうと。ただし、それは自転車がちゃんとした交通モードであるからなんで

すよ。それで、歩道を走らせてる国は世界の中で多分日本しかないです。あれは自転車
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が車に巻き込まれる事故が多発した時に、緊急避難として歩道を走っていいと。だから、

指定された区間か、もしくは本当に危ない場合に限って歩道を走っていいっていうふう

にしたんだけれども、自転車に乗っている人は何か自転車は走っていいっていうふうに

完全に頭は理解してしまったので、関係なくどこでも自転車が歩道を走っていて、今問

題は歩道を走ってる自転車と歩行者の事故なんですね。自転車が加害者となる。これか

らつくる道路や街で、歩行者と自転車が混ざるのが前提だっていうのは、ちょっと私と

しては考えにくいので、環４がどうできるかっていうのもあると思いますけど、基本的

には自転車は、車道を走って、かつ安全なレーンがあって、歩行空間を走る場合は、基

本的には降りて押すみたいなことにしないといけない。特にデッキは絶対にそうだと思

いますので。ちょっとどういう設計をして、どういうふうに運営するかとありますけど、

やっぱりこれからの交通のあり方っていうのをぜひここは実現していただきたいなと思

います。今の二つは要望です。 

3 点目は非常に単純な話ですけど、18 ページの交差点処理でちょっと気になったので

すが、これ多分、補助３３４号線について書いたからだと思うんですけど、これ見ると

３３２から来た、つまりゲートウェイ駅から来た車が、右折できないように見えるんだ

けど、これは３３４に着目して書いたからこうなっているっていう理解でいいですね。

そこだけ確認をしたい。 

【佐藤土木課長】  まずご要望の 1 点目２点目の件でございます。1 点目の北口広場

の、スライドの 18 ページにございます一般車 1 台、それ以外にもタクシー、高速バスと

台数を振り分けてあるわけでございますが、これは現時点で考えている案ということで

ございます。運用は今後、道路管理者が東京都になりますので、東京都のほうとよく話

をしてですね、今のご指摘の件を踏まえまして、運用を考えていきたいと思います。 

【松谷会長代理】  お願いします。 

【佐藤土木課長】  ２点目の自転車の件でございますが、申し訳ございません。私の

説明が悪くて申し訳なかったのですが、自転車の駐輪場は１階レベルでございます。で

すので、３階レベルの環４と、２階レベルのデッキ、そして 1 階レベルの駐輪場、とい

うことで、基本的には３階から 2 階に降りて 1 階ということで、この歩行者デッキを自

転車が走るということではございません。あくまでも自転車は１階の駐輪場に停めてい
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ただくということに考えてございますので、２階レベルの歩行者デッキを通る場合は、

ご指摘の通り押していただくというふうに考えてございます。それと、最後の 18 ページ

の図でございます。緑色の丸の交差点、右左折すべてできるような交差点になります。

ご指摘の通り、補助３３４に注目した記載でございますが、右左折すべてできる交差点

を考えてございます。 

【只腰会長】 交通広場の運用、交通処理に関しまして幾つかご質問ご意見出ましたの

で、これにつきましてもですね、円滑な交通処理が図られること、ということを意見と

してまとめたいと思いますがよろしゅうございますか。 

他にいかがでしょうか。上田委員。 

【上田委員】  建物ではなくてこの道路のご説明、それから、歩行者の動線、今まで

大変細かく作っていただいているのですが、要望と申しますか質問と申しますか、街路

樹はどうなっているのでしょうか。灌木とか緑は歩行者のところとか、できるだけ公開

空地にありますからということではなくて、プラザとかにあるのは当然ですけれども、

長い道路では灌木はどうなっているのかなと。緑地、緑がこの上の 17 ページなど、道路

等は素晴らしいのですけど、緑を増やして欲しいという要望がございます。 

【佐藤土木課長】  デッキ部分になります３３４号線、先ほど来の、今の３３２号線

につきましては、線路上にデッキを張って作るものでございますので、今のところは、

樹木等は植えるという計画にはなっていないです。一方で３３２号線、デッキ部分は難

しいですけれど、スライドの 12 を見ていただきますと、青色が３３２号線ですけれども、

デッキを降りた後ですね、ゲートウェイの駅前を通って、その通りをずっと行って左を

曲がってもらって一般国道１５号へ通る、これ普通の地べたにと言いましょうか、一階

部分に道路ができますので、こちらは樹木を植えることになっています。 

【上田委員】  ありがとうございます。 

【只腰会長】 風見委員。 

【風見委員】  今までの都市計画審議会で説明されているんだったら申し訳ないんで

すが、参考資料 2 のところにいわゆる品川新駅周辺の開発の図が出てるわけですけれど

も、どれぐらいの高さでどれぐらいの規模のビルができるのかっていうのをちょっと説

明していただけますか。 
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【増田品川駅周辺街づくり担当課長】  こちらのパースをご覧いただければと思いま

す。奥の方、こちらの方から区域１から手前の方が区域 4 ということになります。建物

の規模、その部分ですけれども、奥の方から１街区というのが主要用途が住宅、教育施

設、駐車場ということで、建物の高さは約 173ｍというところを計画しているというこ

とでございます。次に、一つ小さい部分、２街区というところでこちらの方の主要用途

として文化創造施設、駐車場ということで、建物高さは約 45ｍを計画しているというと

ころでございます。次に３街区、一つ手前ですけれども、こちらの方が主要用途として

業務商業生活支援施設、熱源供給施設、建物の高さの方が 167ｍという形になります。

４街区、手前の方ですけれどもこちらの方、上の方が二つに分かれているような形にな

りますが、主要用途が業務、ホテル、商業、コンベンション、カンファレンス、ビジネ

ス支援施設というところで、建物の高さが 164ｍという計画になってございます。 

【風見委員】  かなりの大規模な開発になるわけで、ここから国道１５号に出られる

道路は何本あるんですか。 

【佐藤土木課長】  今回の品川の開発の中で、国道１５号へ出られる道路は、3 本ご

ざいます。一番北側からですね、第二東西連絡道路というのが一つで、次はですね、今

回の補助３３２号線、こちらが２本目になります。一番南側がですね、区画３号線とい

うことになり、この３本が国道１５号へ出ることができる路線になります。 

【風見委員】  その真ん中は環４ですよね。第二東西連絡道路とは、どういう道路で

すか。 

【佐藤土木課長】  環状 4 号線はですね、今の３本には入っておりません。第二東西

連絡道路というのは、今トンネルになっている背の低い道路が新しく整備されていくこ

とになります。 

【風見委員】  そうすると、まあ本来ここは国際競争力云々ってことで、国家戦略特

区とか、要は羽田だとか、そちらの方に行くって考えたときに、今の道路だけでは、駄

目だということで環状 4 号線に結ぶ坂を作って、道路を作ると。かなりの車の出入りが

あると思うので、それを羽田だとか臨海部に車を行かせるために、環４につなぐという

理解でよろしいですか。 

【佐藤土木課長】  広域的な交通ネットワークを整備するということで、羽田もその
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一つです。それ以外につきましてもネットワークを整備するということでございます。 

【風見委員】  駅利用者にとってはね、環状 4 号線に出る道があるっていうことは便

利なことで、それ自体は、否定はしませんけれども、私が心配するのは、この席上配布

資料 2 の 36 ページに環状４号線の供用開始が 2032 年ということで、白金台地域も入っ

てるわけですよね。白金台地域っていうのは、どういうところかっていうと、住宅密集

地で、全く道路がないところに、環状４号線を作ろうと。こういう計画で地元の皆さん、

どういうふうに思っていらっしゃいますでしょうか。 

【佐藤土木課長】  環状４号線の白金台区間につきましては、ご指摘のとおりですね、

現在、都市計画道路がない部分で、住宅の中に新たに都市計画道路を作るということで、

施行者である東京都からは丁寧な説明をしているということは聞いてございます。一方

で、やはり、まだまだ地域の皆様の理解が深まっていないというような声もお聞きして

いるところでございます。 

【風見委員】  環状４号線というのは戦後の復興のときに、マッカーサー道路と同じ

ように線を引いたということなわけですけれども、私いろいろ調べたら、お聞きしたと

ころによると、旧都市計画法でも、道路を作るにあたっては、国務大臣がそれを許可す

るというふうになっていると思う。それは間違いないですよね。 

【冨田都市計画課長】  旧都市計画法では都市計画及び都市計画事業については主務

大臣が告示するということになってございます。 

【風見委員】  ところが国の告示には主務国務大臣がいわゆる許可をしたと、認めた

と、いうことはどこにもないわけですよね。ですから国が勝手に国務大臣の許可もなし

に決めたというのが環状 4 号線だというふうに私は思うわけですけども。ですから本当

に環状 4 号線の計画地に住んでいる方々の思いっていうのは、なんで今さら、自分のと

ころに道路が通るのか。こういうことで、今白金台地域に行けばですね。東京都の測量

について、やめてくれと。とこういう看板がたくさん出ているわけで、区としても、本

当に東京都に丁寧に説明しろということだけではなくてね、本当にそこに住んでいる皆

さん方が、どういう思いでいるのかということで、強引なやり方をするなということは、

しっかりと区としても東京都に働きかけるべきだというふうに私は思うんですよね。そ

の点はいかがでしょうか。 
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【佐藤土木課長】  環状４号線の整備に当たりましては、これまでも、東京都に対し

ては、丁寧な説明と強引な進め方をしないで、ご理解いただいて進めるように申し入れ

て参りましたが、引き続き、その件につきましては、申し入れていきたいと思います。 

【風見委員】  丁寧な説明というと、説明すれば済むということになりかねないわけ

で、やっぱりそこに住んでる方々の合意と納得の上にやるっていう格好がないと、説明

すればいいってことで、行って東京都の判断で説明したから進めますよっていう、都市

計画決定しますよっていう、これでは困るわけで、そうしたら本当にそこに住んでいる

方々が合意と納得の上に物事を進めると。こういう立場でぜひ東京都に引き続き働きか

けていただきたいですけど、それはよろしいですね。 

【佐藤土木課長】  ご理解をいただいて進めるように、引き続き申し入れてまいりた

いと思います。 

【望月委員】  港区医師会の望月です。席上配布資料のスライドの番号で言うと 18

番の図を見ますと、３３４号線というのが、もし何かあった場合、品川駅なので緊急車

両が通る道がないように思うので、緊急車両がスムーズに通れるような配慮努力をして

いただけたら嬉しいと思います。要望に近いです。片側車線が渋滞したりすると、これ

を見るとどう見ても入れなさそうなので。駅だと倒れる人とかいっぱいいますから。 

【只腰会長】  土木課長。 

【佐藤土木課長】  ３３４号線の特にこの部分がご心配の点だと思いますけど、こち

らの幅員が 11.5ｍになりますが、車線構成としましては 1 車線ずつなんですけれども、

3ｍの車線と、プラス 2ｍの路肩ということで、片側で 5ｍ確保してございます。ですの

で、仮に 1 台止まっていても、片側だけで 2ｍ以上余裕がありますので、そういった意

味では十分緊急車両が通れる幅員は確保できていると思います。 

【望月委員】  いざというとき問題なければいいと思います。 

【只腰会長】  ほかにいかがでしょうか。阪本委員。 

【阪本委員】  補助線街路３３４号線の広場の部分、ロータリー部分についてなんで

すが、これは今現状の西口の機能を代替するというか、それはおそらく、国道１５号の

上にできる予定の次世代型交通ターミナルとこの北口にあたる街路３３４号線のロータ

リーで今の西口に来ている部分を分担していくような想定なのかなっていう気はしてる
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んですけども、その分担の割合ってどの程度のものなんでしょうか。どちらがメインに

なって、どちらがサブになるのかとか。 

【佐藤土木課長】  品川駅西口の現状のロータリー、こちらにつきましては別途、国

道を蓋掛けするとかですね、国から発表されていますけども、そちらはそちらで機能を

確保するということになっていますので、今回の北口広場と分担しているということで

はございません。今回の北口広場は、新たに長距離のバスですとか、リニアからのお客

さんをですね、バスで遠隔地で運ぶという機能を担うということですので、分担が何割

ということではございません。 

【阪本委員】  ありがとうございます。 

【只腰会長】  よろしいですか。はい。他にいかがでしょうか。よろしゅうございま

すか。それでは審議の中で、これは両方の路線に関連いたしますけれども、歩行者機能

それから自転車機能の確保に今後努めることというのが 1 点目。それから 2 点目が補助

３３４号線の北口駅前広場の円滑な交通処理に努めること。こういうご意見が出ました

ので、そういうことを意見として付しまして、本審議会は答申をいたしたいと思います

が、ご意見いかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、そのような意見を

しまして、案の通りの異議のないものとし、答申することに賛成の方の挙手をお願いい

たします。 

（賛成者挙手） 

【只腰会長】  ありがとうございます。全員賛成と認めます。このように決定いたし

まして答申をいたします。審議案件は以上となりますが、事務局から何か連絡がありま

すか。 

 

【冨田都市計画課長】  本日は長時間にわたり、ご審議いただきまして誠にありがと

うございます。 

都市計画審議会の委員の皆様におかれましては、令和 2 年 3 月 31 日までが任期となっ

てございます。委員の皆様におかれましては 2 年間どうもありがとうございました。 

今期までとなります。只腰委員、桑原委員、望月委員、本日は欠席されておりますが、

加藤委員、池邊委員におかれましては、学識経験者としてこれまで、それぞれのご専門
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の立場から貴重なご意見をいただき、ご審議いただいたことをこの場をお借りてお礼を

申し上げます。 

また、阪本委員、上田委員におかれましては、区民委員として、区民の目線で貴重な

ご意見をいただき、またご審議いただいたことをこの場をお借りして御礼申し上げます。 

次回の開催でございますが、本年 7 月ごろを予定してございます。開催につきまして

は、事務局から改めてご連絡をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。事務局からは以上でございます。 

お願いでございますが、委員を代表いたしまして、只腰会長からご退任の挨拶をいた

だければと思います。 

【只腰会長】  一言ご挨拶を申し上げます。今事務局から説明がございましたように、

私を含めて何人かの委員さんがこのたびの会議をもちまして退任をすることになりまし

た。私自身は 5 期 10 年ということで非常に長くお世話になりまして、最後の 2 年は会長

として務めさせていただきまして、この間に皆様方に円滑な審議にご協力をいただきま

して誠にありがとうございました。10 年間にわたりまして、港区のまちづくりに少しで

も貢献をできましたとすれば、大変私としては幸甚とするものでございます。お集まり

の皆様方の今後のご活躍と港区の都市計画行政のますますの発展を祈念いたしまして簡

単ですが、挨拶といたします。ありがとうございました。 

【冨田都市計画課長】  事務局からは以上でございます。 

【只腰会長】  それでは、これをもちまして本日の都市計画審議会は終了いたします。

ありがとうございました。 

 

午後０時１５分 閉会 

 

 


